
︹
史
料
紹
介
︺台

湾
総
督
府
の
文
書
管
理
規
程

︱
情
報
管
理
と
統
治
と
い
う
視
角
を
通
じ
て
︱熊

本

史

雄

一

筆
者
は
、
昨
年
度
、
勤
務
校
で
あ
る
駒
澤
大
学
よ
り
、
特
別
研
究
助
成
︵
個
人
研
究
︶
を
受
け
た

(

)

1

。
研
究
題
目
は
、﹁
近
代
日
本
の
公
文
書
管

理
制
度
に
か
ん
す
る
基
礎
的
研
究
︱
外
政
機
関
を
中
心
に
︱
﹂。
近
代
日
本
の
外
政
機
関
︵
台
湾
総
督
府
・
朝
鮮
総
督
府
・
南
洋
庁
︶
が
執
り
行
っ

て
き
た
公
文
書
の
管
理
、
す
な
わ
ち
公
文
書
の
処
理
、
施
行
、
保
存
と
い
う
文
書
行
政
の
三
過
程
に
つ
い
て
定
め
た
法
令
・
規
程
類
を
、
網
羅

的
に
収
集
・
分
析
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

ま
た
、
さ
ら
な
る
目
的
と
し
て
、﹁
近
代
史
料
学
﹂
の
構
築
も
盛
り
込
ん
だ
。
こ
れ
は
、
日
本
近
代
史
研
究
で
こ
れ
ま
で
等
閑
に
付
さ
れ
が
ち

だ
っ
た
、
歴
史
的
公
文
書
︵
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
︶
の
形
成
過
程
の
解
明
を
念
頭
に
置
い
て
、
文
書
学
的
な
視
点
か
ら
政
治
過
程
の
解
明
を
精
緻
化

し
深
め
て
い
く
た
め
の
視
座
を
得
よ
う
と
い
う
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
ど
別
稿

(

)

2

に
て
論
じ

る
機
会
を
得
た
の
で
、
こ
こ
で
は
再
言
し
な
い
。
本
稿
で
は
、
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
文
書
管
理
規
程
の
う
ち
、
植
民
地
研
究
を
進
め
て
い
く

う
え
で
興
味
深
い
と
思
量
さ
れ
る
史
料
を
開
府
直
後
の
時
期
に
絞
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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と
は
い
え
、
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
規
程
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
方
庁
も
含
め
、
水
野
保
が
す
で
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
る

(

)

3

。
水
野
は
、

台
湾
総
督
府
開
府
以
後
の
、
軍
政
下
と
民
政
復
帰
後
と
に
お
け
る
本
府
と
地
方
庁
の
文
書
管
理
規
程
︵
官
制
や
条
例
、
分
課
規
程
、
処
務
規
程

な
ど
を
含
む
︶
の
う
ち
、
基
本
的
で
重
要
な
も
の
を
紹
介
・
解
説
し
た
。
そ
こ
で
は
、
本
国
︵
内
務
省
な
ど
の
中
央
機
関
や
東
京
府
な
ど
の
地

方
庁
︶
に
お
け
る
文
書
管
理
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
台
湾
総
督
府
民
政
局
を
事
例
に
、
同
局
に
か
ん
す
る
複
数
の
文
書
管
理
規
程

が
上
位
か
ら
下
位
に
ま
で
階
層
的
に
紹
介
さ
れ
た
。

ま
た
、
檜
山
幸
夫
は
、
処
理
、
施
行
、
保
存
と
い
う
文
書
行
政
の
三
過
程
に
即
し
て
、
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
文
書
管
理
に
つ
い
て
概
述
し

て
い
る

(

)

4

。
加
え
て
檜
山
は
、
台
湾
総
督
の
律
令
制
定
権
と
緊
急
律
令
制
定
権
に
着
目
し
、
台
湾
統
治
の
体
制
を
﹁
明
治
二
八
年
台
湾
総
督
府
仮

条
例
体
制
﹂﹁
明
治
二
九
年
台
湾
総
督
府
条
例
体
制
﹂﹁
明
治
三
〇
年
台
湾
総
督
府
官
制
体
制
﹂
と
定
義
づ
け
る
と
と
も
に

(

)

5

、
そ
の
後
の
官
制
の

改
正
過
程
を
踏
ま
え
て
、﹁
大
正
八
年
官
制
体
制
﹂﹁
昭
和
一
七
年
官
制
体
制
﹂
を
提
唱
す
る
に
至
っ
た

(

)

6

。

以
上
の
成
果
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
以
下
の
四
点
の
史
料
を
紹
介
し
た
い
。
第
一
に
、
民
政
支
部
の
文
書
管
理
が
う
か
が
え
る
﹁
台
湾
民

政
支
部
事
務
分
担
﹂、
第
二
に
、
台
湾
民
族
統
治
方
法
を
模
索
し
た
﹁
諭
告
文
体
﹂、
第
三
に
、
同
様
の
観
点
か
ら
旧
慣
保
護
に
つ
い
て
対
応
し

た
通
達
﹁
旧
制
旧
慣
ニ
関
ス
ル
法
案
ハ
臨
時
調
査
掛
ニ
モ
回
付
﹂、
第
四
に
、
内
国
電
報
の
保
存
に
か
ん
す
る
﹁
電
報
原
書
及
付
属
書
類
保
存
期

限
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
先
の
水
野
や
檜
山
に
よ
る
論
考
に
お
い
て
も
詳
し
く
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
先
学
の
成
果
を
補
う
意
味
合
い
か

ら
も
、
今
回
、
紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
。

二

明
治
二
八
年
五
月
二
一
日
に
台
湾
総
督
府
仮
条
例
が
制
定
さ
れ
た
後
、
民
政
局
に
お
け
る
文
書
管
理
や
処
務
規
程
が
相
次
い
で
整
備
さ
れ
て

い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
民
政
局
文
書
取
扱
規
程
﹂︵
同
年
八
月
七
日
︶、﹁
民
政
局
分
課
規
程
﹂︵
同
月
二
三
日
︶、﹁
民
政
局
文
書
課
事
務
規
程
﹂
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︵
同
月
二
七
日
︶、﹁
民
政
局
執
務
心
得
﹂︵
同
月
三
一
日
︶、﹁
民
政
ニ
関
ス
ル
日
令
公
布
手
続
﹂︵
同
年
一
〇
月
六
日
︶、﹁
民
政
局
所
属
官
衙
文
書

進
達
方
注
意
﹂︵
明
治
二
九
年
一
月
二
七
日
︶
と
、
段
階
的
に
関
連
規
程
が
制
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。︻
史
料
１
︼
は
、
明
治
二
九
年
三

月
六
日
付
で
台
湾
民
政
支
部
長
が
報
告
し
た
、﹁
台
湾
民
政
支
部
事
務
分
担
﹂
で
あ
る
。
台
湾
総
督
府
は
、
前
年
︵
明
治
二
八
年
︶
九
月
二
三
日

に
﹁
民
政
支
部
ニ
対
ス
ル
文
体
式
﹂
を
制
定
し
、
ま
た
、
前
述
の
と
お
り
民
政
局
に
お
け
る
文
書
管
理
規
程
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
規
程
の
整

備
を
進
め
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
政
支
部
に
お
け
る
事
務
分
担
は
未
制
定
の
ま
ま
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
事
態
を
解
消
す
べ
く
、

民
政
支
部
長
か
ら
の
﹁
報
告
﹂
を
基
に
、
こ
の
と
き
﹁
分
担
﹂
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
民
政
支
部
は
、
四
課
体
制
の
も
と
、

計
一
三
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
第
三
課
の
警
務
係
だ
ろ
う
。
理
蕃
事
業
に
直
接
か
か
わ
る
部
署
だ
け
あ
っ
て
、
所

掌
事
項
が
他
の
係
よ
り
も
格
段
に
多
い
点
が
特
徴
的
だ
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
台
湾
が
本
国
と
は
実
質
的
に
異
な
る
法
域
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
広
く
周
知
の
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
明
治
三
一
年
︵
一
八

九
八
︶
七
月
、
本
国
に
お
け
る
民
法
全
五
編
の
施
行
と
同
時
に
、
民
事
、
商
事
、
刑
事
に
か
ん
す
る
律
令
と
そ
の
施
行
規
則
が
発
布
さ
れ
、
民

法
、
商
法
、
刑
法
、
民
事
訴
訟
法
お
よ
び
そ
の
付
属
法
が
台
湾
に
施
行
さ
れ
る
と
な
っ
た
も
の
の
、
実
際
に
は
、
現
地
台
湾
の
旧
制
・
旧
慣
を

尊
重
し
て
、﹁
現
行
﹂
の
例
に
依
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る

(

)

7

。

こ
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
年
︵
明
治
三
〇
年
︶
八
月
三
日
、
閣
議
に
お
い
て
内
決
し
た
﹁
台
湾
施
政
方
針
﹂
が
松
方
正
義
総
理
よ

り
乃
木
希
典
台
湾
総
督
宛
に
回
送
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
全
一
六
項
目
に
わ
た
っ
て
方
針
が
示
さ
れ
て
い
た
が
︵
本
稿
で
は
省
略
︶
、
そ
の

前
文
に
は
、﹁︹
前
略
︺
其
統
治
権
ヲ
完
収
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
土
地
人
民
ヲ
併
セ
テ
我
ニ
帰
シ
タ
ル
ヤ
論
ナ
シ
。
然
ト
モ
住
民
ニ
シ
テ
旧

国
ヲ
思
ヒ
前
主
ヲ
慕
フ
者
モ
亦
コ
レ
有
ラ
ン
ニ
此
輩
ヲ
シ
テ
強
テ
新
治
ニ
屈
服
セ
シ
ム
ル
ハ
不
仁
ニ
似
タ
リ
︹
中
略
︺
故
ニ
我
政
府
ハ
此
際
断

然
令
ヲ
布
キ
台
湾
ノ
弁
髪
ヲ
断
タ
シ
メ
其
服
装
ヲ
易
ヘ
シ
メ
其
阿
片
姻
ヲ
喫
ス
ル
ヲ
禁
シ
凡
百
ノ
制
度
ヲ
シ
テ
日
本
本
国
ノ
民
ト
同
シ
カ
ラ
シ

ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
。
之
ヲ
急
治
ト
云
フ
︹
後
略

(

)

8

︺﹂
と
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
先
だ
つ
こ
と
一
ヵ

月
、
立
案
者
不
明
な
が
ら
﹁
台
湾
布
政
の
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急
要
問
題
﹂︵
同
年
七
月
二
日
立
案
︶
な
る
文
書
も
作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
も
、
台
湾
先
住
民
族
に
分
か
り
や
す
い
文
言
で
布
令
す
る
こ
と

の
必
要
性
や
、
彼
ら
の
﹁
旧
慣
習
俗
﹂
を
﹁
参
酌
﹂
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
謳
わ
れ
て
い
る

(

)

9

。

︻
史
料
２
︼
は
、
右
の
﹁
施
政
方
針
﹂
や
意
見
書
に
先
立
つ
明
治
二
八
年
一
一
月
六
日
に
、
佐
倉
孫
三

(

)

10

に
よ
っ
て
建
議
さ
れ
た
﹁
告
諭
文
体

ヲ
改
ム
ル
ノ
議
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、
同
年
、
台
湾
総
督
府
訓
令
第
二
三
号
と
し
て
制
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
佐
倉
は
、

後
掲
の
註
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
台
湾
に
お
い
て
主
と
し
て
警
察
業
務
に
従
事
し
た
人
物
で
あ
る
。
佐
倉
の
建
議
書
に
続
け
て
、
台
南
民
政
支
部

鳳
山
出
張
所
長
の
芝
原
亀
二
に
よ
る
意
見
書
な
ど
、
関
連
史
料
も
一
緒
に
翻
刻
し
た
の
で
参
照
い
た
だ
き
た
い
。︻
史
料
３
︼
は
、
明
治
三
〇
年

三
月
四
日
民
政
局
長
決
裁
﹁
旧
制
旧
慣
ニ
関
ス
ル
法
案
ハ
臨
時
調
査
掛
ニ
モ
回
附
﹂
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
台
湾
先
住
民
族
の
旧
制
旧
慣

を
尊
重
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
う
し
た
方
針
に
沿
っ
た
法
案
を
臨
時
調
査
掛
に
も
回
付
す
る
よ
う
に
と
い
う
内
容
の
通
達
で
あ
る
。

台
湾
統
治
の
あ
り
方
を
模
索
し
つ
つ
、
そ
の
情
報
の
共
有
を
重
視
し
て
い
た
点
が
う
か
が
え
る
史
料
だ
と
い
え
よ
う
。

右
の
事
例
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
台
湾
を
﹁
特
別
統
治
﹂
に
す
る
の
か
﹁
内
地
延
長
﹂
に
す
る
の
か
と
い
う
統
治
方
針
に
つ
い
て
は
、

為
政
者
た
ち
の
議
論
の
的
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
言
及
し
て
い
る

(

)

11

。
そ
の
態
様
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
本
稿
の
責
で
は
な
い
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
が
、
内
地
︵
内
国
︶
か
ら
台
湾
総
督
に
接
到
し
た
電
報
の
取
扱
に
つ
い
て
、︻
史

料
４
︼﹁
電
報
原
書
及
附
属
書
類
保
存
期
限
﹂︵
明
治
三
〇
年
九
月
八
日
民
政
局
長
決
裁
︶
は
、
興
味
深
い
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
。

台
湾
総
督
府
が
作
成
・
発
受
し
た
文
書
の
保
存
業
務
は
、
明
治
二
九
年
九
月
八
日
に
制
定
さ
れ
た
﹁
民
政
局
文
書
保
存
規
則
﹂
に
基
本
的
に

依
拠
し
て
い
た
と
い
う

(

)

12

。
同
規
則
に
よ
れ
ば
、
そ
の
保
存
年
限
は
、
文
書
の
内
容
の
重
要
度
に
応
じ
て
、﹁
永
年
﹂︵
第
一
種
︶、﹁
一
五
年
﹂︵
第

二
種
︶、﹁
五
年
﹂︵
第
三
種
︶、﹁
一
年
﹂︵
第
四
種
︶
の
四
段
階
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
四
種
は
、
明
治
三
八
年
に
制
定
さ
れ
た
﹁
台
湾
総

督
府
官
房
並
民
政
部
文
書
保
存
規
則
﹂
で
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
昭
和
戦
時
期
ま
で
継
承
さ
れ
た

(

)

13

。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
通
達
で
は
、﹁
内
国
電
報
原
書
及
附
属
書
類
﹂
を
﹁
六
箇
月
保
管
﹂
し
た
後
、﹁
焼
棄
﹂
処
分
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
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の
通
達
が
先
の
保
存
規
則
と
ど
の
よ
う
に
整
合
し
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
は
、﹁
特
別
統
治
﹂﹁
内
地
延
長
﹂
の
議
論
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
解

釈
さ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
か
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
、
検
討
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三

以
上
の
四
点
の
史
料
は
、
近
代
日
本
が
領
有
し
た
植
民
地
台
湾
に
お
け
る
情
報
管
理
と
統
治
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
上
で
、
い
ず
れ
も
興
味

深
い
も
の
で
あ
る
。
文
書
管
理
規
程
を
網
羅
的
に
収
集
・
分
析
す
る
こ
と
は
、
台
湾
総
督
府
の
作
成
・
授
受
し
た
公
文
書
を
理
解
す
る
う
え
で

欠
か
せ
な
い
作
業
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
理
解
の
先
に
は
、
植
民
地
行
政
の
あ
り
方
を
精
緻
に
描
く
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
し
て
待
た

れ
て
い
る
。
否
、
そ
う
し
た
歴
史
叙
述
を
模
索
す
る
こ
と
が
、
文
書
管
理
規
程
を
体
系
的
に
理
解
す
る
こ
と
の
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
る
べ
き

だ
ろ
う

(

)

14

。
台
湾
総
督
府
以
外
の
文
書
管
理
規
程
の
収
集
・
分
析
も
併
行
し
て
行
い
、
来
た
る
﹃
近
代
日
本
公
文
書
管
理
制
度
史
料
集
︱
地
方
行

政
機
関
編
︱
﹄
の
刊
行
へ
と
、
繋
げ
て
い
き
た
い
。

な
お
、
史
料
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
原
文
書
中
の
旧
字
・
俗
字
・
異
体
字
を
現
在
通
行
の
字
体
に
改
め
、
編
者
で
件
名
や
注
記
を
補
っ
た

場
合
に
は
、︹

︺
を
付
し
た
。
ま
た
、
私
印
は
︵
印
︶、
公
印
は
︹
印
︺
と
し
た
。
文
書
作
成
・
発
出
年
月
日
と
文
書
の
性
格
、
お
よ
び
収
録

簿
冊
番
号
と
簿
冊
名
、﹁
門
﹂﹁
類
﹂﹁
号
﹂
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
冒
頭
に
一
括
し
て
掲
げ
た
。

︻
史
料
１
︼
台
湾
民
政
支
部
事
務
分
担

明
治
二
九
年
三
月
六
日
台
湾
民
政
支
部
長
報
告

︵
三
-
9
4
-
A
-
3
-
1
-
1
-
0
-
2﹁
明
治
二
十
八
年
開
府
以
降
軍
組
織
中
ニ
至
ル
甲
種
保
存
書
類
﹂
第
二
門
﹁
処
務
規
程
﹂
二
九
︶
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︹
台
湾
民
政
支
部
事
務
分
担
︺

第
一
課

秘
書
係

一
職
員
ノ
進
退
黜
陟
ニ
関
ス
ル
事
項

一
機
密
文
書
ニ
関
ス
ル
事
項

一
官
印
ノ
保
管
ニ
関
ス
ル
事
項

庶
務
係

一
戸
籍
ニ
関
ス
ル
事
項

一
統
計
報
告
並
文
書
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

一
水
火
災
難
救
済
饑
饉
賑
恤
其
他
賞
罰
ニ
関
ス
ル
事
項

一
外
国
人
ニ
関
ス
ル
事
項

一
他
課
ノ
保
管
ニ
属
セ
ザ
ル
事
項

文
書
係

一
公
文
金
品
ノ
接
受
並
浄
書
発
送
等
ノ
往
復
ニ
関
ス
ル
事
項

通
訳
係

一
通
訳
一
切
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
課

熊本史雄 台湾総督府の文書管理規程 ―情報管理と統治という視角を通じて―23



租
税
係

一
租
税
及
官
有
財
産
ニ
関
ス
ル
事
項

殖
産
係

一
農
工
商
ニ
関
ス
ル
事
項

一
租
税
ヲ
課
セ
サ
ル
諸
営
業
ニ
関
ス
ル
事
項

土
木
係

一
道
路
橋
梁
其
他
土
木
ニ
関
ス
ル
事
項

一
地
理
ニ
関
ス
ル
事
項

学
務
係

一
学
事
ニ
関
ス
ル
事
項

一
兵
事
ニ
関
ス
ル
事
項

一
運
輸
通
信
ニ
関
ス
ル
事
項

第
参
課

警
務
係

一
警
察
署
警
察
分
署
ノ
廃
設
及
其
区
画
ニ
関
ス
ル
事
項

一
警
察
各
課
署
事
務
規
程
及
戸
口
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

一
警
察
吏
員
ノ
配
置
及
巡
査
以
下
ノ
進
退
賞
罰
ニ
関
ス
ル
事
項

一
警
察
会
議
ニ
関
ス
ル
事
項
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一
課
印
ノ
管
守

一
文
書
ノ
交
付
発
送
編
纂
及
図
書
簿
冊
ノ
整
理
保
存
ニ
関
ス
ル
事
項

一
警
察
上
ノ
統
計
報
告
ニ
関
ス
ル
事
項

一
備
品
及
貸
与
品
ニ
関
ス
ル
事
項

一
給
仕
小
使
ニ
関
ス
ル
事
項

一
右
之
外
課
中
他
課
ノ
主
管
ニ
属
セ
サ
ル
事
項

一
獄
務
ニ
関
ス
ル
事
項

保
安
係

一
行
政
取
締
ニ
関
ス
ル
事
項

一
司
法
ニ
関
ス
ル
事
項

一
衛
生
ニ
関
ス
ル
事
項

第
四
課

支
出
係

収
入
係

用
度
係

以
上

熊本史雄 台湾総督府の文書管理規程 ―情報管理と統治という視角を通じて―25



︻
史
料
２
︼

諭
告
文
体

明
治
二
八
年
一
二
月
一
〇
日
台
湾
総
督
府
訓
令
第
二
三
号

︵
五
-
9
4
-
A
-
5
-
1
-
1
-
0
-
4
･
5
･
6
･
8﹁
明
治
二
十
八
年
開
府
以
降
軍
組
織
中
ニ
至
ル
甲
種
保
存
書
類
﹂
第
四
門
﹁
公
文
規
程
﹂
一
〇
︶

一
般
人
民
ニ
出
示
ス
ヘ
キ
諭
告
文
等
ハ
自
今
片
仮
名
交
リ
文
ヲ
以
テ
本
文
ト
シ
之
ニ
漢
訳
ヲ
添
付
シ
テ
掲
示
ス
ヘ
シ

︹
添
付
文
書
１
︺

告
諭
文
体
ヲ
改
ム
ル
ノ
議

夫
レ
新
疆
ヲ
得
テ
新
政
ヲ
施
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
先
ツ
其
人
民
ヲ
シ
テ
心
服
セ
シ
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
人
民
ヲ
シ
テ
心
服
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
レ
ハ

時
々
施
政
ノ
方
針
ヲ
告
示
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
而
シ
テ
其
告
示
文
ハ
極
メ
テ
荘
重
簡
明
ナ
ル
ヲ
要
ス
漫
ニ
土
民
ノ
慣
習
常
例
ニ
拘
々
ト
シ
テ
内
外

本
来
ノ
分
ヲ
纂
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ハ
勿
論
ニ
シ
テ
可
成
的
我

政
(マ
マ
)

度
慣
例
ニ
拠
ラ
シ
メ
以
テ
其
思
想
ヲ
一
新
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
ラ
サ
レ
ハ
何
時

マ
テ
モ
旧
習
ニ
浸
染
シ
テ
自
新
ノ
途
ヲ
啓
ク
コ
ト
能
ハ
サ
ラ
ン
小
官
謹
テ
台
湾
総
督
府
諭
示
集
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
視
ル
ニ
文
体
其
当
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ

ア
リ
句
法
荘
重
ヲ
欠
ク
モ
ノ
ア
リ
彼
ノ
慣
例
ニ
阿
リ
テ
本
来
軽
重
ノ
別
ヲ
誤
ル
モ
ノ
ア
リ
例
セ
ハ
我
政
府
ノ
諸
達
文
ニ
ハ
本
文
ノ
末
項
ニ
年
号

月
日
官
位
姓
名
ヲ
記
ス
ル
ヲ
例
ト
ス
ル
モ
本
告
諭
文
ニ
ハ
欽
命
台
湾
総
督
海
軍
大
将
伯
爵
樺
山

為
某
々
事
照
得
云
々
ト
記
シ
又
民
政
局
長
官

水
野
為

某
事
暁
諭
云
々
ト
記
セ
リ
是
レ
畢
竟
旧
例
ニ
依
リ
人
民
ヲ
シ
テ
知
リ
易
カ
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
故
ラ
ニ
其
文
体
ヲ
用

ヰ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
ト
雖
ト
モ
我
文
例
ヨ
リ
ス
ル
ト
キ
ハ
甚
タ
異
様
ノ
観
ナ
キ
コ
ト
能
ハ
ス
又
文
ノ
結
末
ニ
必
ス
切
々
特
示
或
ハ
暁
諭

切
々
ト
記
ス
ル
カ
如
キ
モ
我
公
文
ノ
体
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヘ
シ
又
仰
各
人
民
等
一
体
知
悉
云
々
ト
記
ス
ル
ヲ
見
タ
リ
仰
ト
ハ
下
ヨ
リ
上
ニ
対
シ
テ
遣

フ
言
葉
ニ
シ
テ
未
タ
上
ヨ
リ
下
ニ
向
テ
云
ヒ
シ
コ
ト
ヲ
聞
カ
ス
設
令
清
文
ニ
其
例
ア
リ
ト
ス
ル
モ
宜
シ
ク
忌
ム
ヘ
キ
所
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
凡
ソ
是
等
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ノ
事
極
テ
微
細
ナ
ル
カ
如
シ
ト
雖
ト
モ
其
国
文
ノ
体
ヲ
破
リ
軽
重
ノ
分
ヲ
纂
シ
威
信
ヲ
損
ス
ル
ニ
至
テ
ハ
其
関
係
ス
ル
所
甚
大
ナ
ル
ヲ
知
ル
ナ

リ
其
他
抂
テ
清
朝
時
文
ノ
体
ニ
擬
シ
難
渋
晦
昧
再
読
ス
ル
モ
尚
ホ
通
暁
シ
易
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
是
レ
一
ハ
起
稿
者
其
人
ヲ
得
サ
ル
ト
一
ハ
創

草
ノ
際
推
敲
ノ
暇
ナ
カ
リ
シ
ト
ニ
因
ル
ベ
シ
ト
雖
ト
モ
抑
亦
文
辞
ヲ
軽
視
ス
ル
ノ
誤
タ
ラ
ス
ン
ハ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ

夫
レ
本
島
人
文
尚
未
タ
開
ケ
ス
ト
雖
ト
モ
古
来
文
字
ノ
国
ニ
支
配
セ
ラ
レ
間
々
学
識
ア
リ
文
辞
ヲ
能
ク
ス
ル
モ
ノ
無
シ
ト
セ
ス
然
ル
ニ
粗
雑
ノ

文
字
ヲ
掲
ケ
人
民
ニ
公
示
セ
ハ
或
ハ
恐
ル
彼
輩
ヲ
シ
テ
日
東
国
武
力
余
ア
リ
テ
文
辞
足
ラ
ス
ト
云
フ
カ
如
キ
誹
評
ヲ
為
ス
モ
ノ
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ

若
シ
果
シ
テ
然
ラ
ハ
其
心
服
ヲ
得
ン
ト
ス
亦
難
カ
ラ
ズ
ヤ
或
人
曰
ク
文
章
ノ
完
美
ナ
ル
ハ
人
皆
之
ヲ
欲
ス
独
リ
奈
何
セ
ン
人
民
ヲ
シ
テ
知
易
カ

ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
彼
ノ
慣
例
ニ
仍
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
彼
慣
例
ニ
依
ラ
ン
ト
ス
レ
ハ
随
テ
文
字
ノ
拙
劣
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
ナ
リ
ト
小
官
謂
ラ
ク

人
民
ヲ
シ
テ
知
易
カ
ラ
シ
ム
ル
ハ
固
ヨ
リ
望
ム
所
ナ
リ
然
レ
ト
モ
徒
ラ
ニ
人
民
ノ
便
ヲ
欲
シ
テ
何
時
マ
テ
モ
旧
例
ヲ
改
メ
サ
ル
ハ
決
シ
テ
得
策

ト
為
ス
能
ハ
ス
聞
ク
明
治
ノ
初
年
ニ
当
リ
太
政
官
ノ
布
告
ニ
ハ
一
々
傍
訓
ヲ
附
シ
タ
リ
シ
ニ
時
ノ
某
参
議
人
民
ハ
之
ヲ
知
ル
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ

ナ
レ
ハ
今
日
傍
訓
ヲ
廃
セ
サ
レ
ハ
百
年
経
ル
モ
尚
ホ
之
ヲ
改
ム
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
ト
ノ
意
見
ヲ
提
出
シ
遂
ニ
之
ヲ
改
メ
タ
リ
ト
云
フ
是
ニ

因
テ
之
ヲ
観
レ
ハ
本
島
ノ
告
諭
文
モ
強
チ
清
文
体
ニ
依
ル
ヲ
要
セ
ス
先
ツ
国
文
︵
即
チ
漢
字
交
リ
文
仮
名
文
ニ
ア
ラ
ス
︶
ヲ
以
テ
之
ヲ
掲
ケ
其

後
ニ
清
文
ニ
訳
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
参
考
ニ
供
セ
ハ
土
民
ヲ
シ
テ
自
然
ニ
我
文
ヲ
知
得
セ
シ
ム
ル
ノ
一
助
ト
為
ラ
ン
然
レ
ト
モ
若
シ
国
文
ヲ
以
テ
ス

ル
ハ
尚
早
シ
ト
為
サ
ハ
極
メ
テ
平
易
簡
明
ナ
ル
真
ノ
漢
文
ヲ
要
ス
難
渋
通
読
ス
ベ
カ
ラ
サ
ル
カ
如
キ
時
俗
ノ
文
ヲ
以
テ
ス
ベ
カ
ラ
ス

今
ヤ
賊
氛
漸
ク
鎮
定
シ
将
ニ
大
ニ
文
治
ヲ
施
サ
ン
ト
ス
ル
秋
ニ
当
リ
是
レ
カ

指
(マ
マ
)

道
標
タ
ル
文
辞
ヲ
忽
諸
ニ
シ
テ
可
ナ
ラ
ン
ヤ
願
ク
ハ
自
今
告

諭
ヲ
発
シ
又
ハ
土
民
ニ
対
ス
ル
諸
法
律
ヲ
制
定
ス
ル
ニ
ハ
宜
シ
ク
文
章
修
正
委
員
ヲ
シ
テ
相
研
磨
精
練
セ
シ
メ
而
シ
テ
後
チ
其
筋
ノ
決
裁
ヲ
得

ル
コ
ト
ヽ
セ
ハ
其
正
鵠
ヲ
誤
マ
ラ
サ
ル
ニ
庶
幾
カ
ラ
ン
カ

明
治
廿
八
年
十
一
月
六
日

佐

倉

孫

三
︵
印
︶

謹
議

熊本史雄 台湾総督府の文書管理規程 ―情報管理と統治という視角を通じて―27



︹
添
付
文
書
２
︺

明
治
二
十
八
年
十
二
月
十
日
民
政
局
長
決
裁
民
第
一
二
四
三
号

訓
第
二
十
三
号
ニ
但
書
追
加
建
議
ノ
件

別
紙
鳳
山
出
張
所
長
紫
原
亀
二
建
議
訓
第
二
十
三
号
︵
諭
告
文
等
ハ
片
仮
名
交
リ
文
ヲ
主
ト
ス
ル
件
︶
ニ
但
書
ヲ
加
ヘ
地
方
庁
ニ
活
版
所
ヲ
設

置
ス
ル
迄
諭
告
文
等
ハ
適
宜
訳
文
ノ
ミ
ヲ
掲
示
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ト
ス
ル
件
ハ
目
下
各
地
方
庁
事
務
繁
忙
ノ
際
一
タ
ヒ
訳
文
ノ
ミ
ヲ
掲
示
ス
ル
ヲ

得
ル
コ
ト
ヽ
セ
ハ
百
般
ノ
掲
示
総
テ
仮
名
交
リ
文
ヲ
省
略
ス
ル
ノ
虞
尽
大
且
民
政
局
ヨ
リ
発
送
ス
ヘ
キ
日
令
等
ハ
別
紙
参
照
訓
第
八
号
ノ
訓
示

ア
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
幾
分
ノ
内
成
ル
ヘ
ク
文
書
課
公
文
掛
ニ
於
テ
印
刷
ニ
付
シ
テ
発
送
ス
ル
コ
ト
ヽ
相
成
居
候
ニ
付
該
建
議
ハ
此
侭
為
置
相
成
可

然
哉
仰
高
批

︹
別
紙
︺

秘
第
二
十
三
号

訓
第
二
十
三
号
但
書
追
加
ノ
建
議

訓
第
八
号
ニ
ヨ
レ
ハ
人
民
ニ
周
知
ヲ
要
ス
ル
日
令
ハ
各
地
方
庁
ニ
於
テ
浄
書
又
ハ
印
刷
ノ
上
掲
示
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
当
庁
ノ
如
キ
未
タ
活
版
所

ノ
設
ケ
ナ
キ
モ
営
内
ニ
掲
示
ス
可
キ
百
余
通
ノ
日
令
ハ
浄
書
若
ク
ハ
木
版
摺
ノ
法
ニ
ヨ
ラ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
而
シ
テ
日
令
并
ニ
当
庁
ノ
諭
告
類

続
々
掲
示
ヲ
要
ス
ル
ニ
当
リ
浄
書
ノ
急
需
ニ
応
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ハ
論
ヲ
俟
タ
ス
然
ル
ニ
当
域
内
木
版
師
ハ
目
下
僅
カ
ニ
二
名
ニ
シ
テ
一
日
漸
ク

百
字
ヲ
彫
刻
ス
ル
実
況
ナ
レ
ハ
日
令
諭
告
文
共
ニ
訳
文
ノ
ミ
ヲ
浄
書
若
ク
ハ
彫
刻
セ
シ
ム
ル
モ
筆
生
又
ハ
木
版
師
ヲ
日
々
使
役
シ
テ
猶
及
ハ
サ

ル
有
様
ニ
シ
テ
日
令
第
二
十
一
号
ノ
如
キ
長
文
ニ
至
ツ
テ
ハ
数
十
日
ノ
日
子
ヲ
費
サ
ヽ
ル
可
カ
ラ
ス
︵
是
レ
向
キ
ニ
仝
令
ニ
付
テ
ハ
特
ニ
印
刷

本
ノ
配
付
ヲ
請
求
セ
シ
所
以
ナ
リ
︶
小
官
ハ
開
庁
以
来
二
名
ノ
筆
生
ヲ
常
傭
ト
シ
公
布
文
ノ
浄
書
ノ
ミ
ニ
従
事
セ
シ
ム
ル
外
常
ニ
木
版
師
ニ
彫

刻
ヲ
命
シ
又
屡
土
民
中
能
書
ノ
者
ヲ
選
ミ
一
枚
若
干
銭
ノ
定
メ
ヲ
以
テ
昼
夜
浄
書
セ
シ
メ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
管
内
淡
水
河
以
東
将
サ
ニ
鎮
定
セ
ン
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ト
シ
民
政
ノ
区
域
拡
張
シ
且
施
政
ノ
進
渉

(
捗
カ

)

ニ
従
ヒ
一
方
ニ
テ
ハ
公
布
文
頻
繁
ト
ナ
リ
一
方
ニ
シ
テ
ハ
掲
示
ス
可
キ
場
所
増
加
ス
ル
ニ
ヨ
リ
訓

第
二
十
三
号
ヲ
遵
守
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
勢
日
令
ノ
周
知
ヲ
遅

(緩
カ

)

ナ
ラ
シ
メ
又
当
庁
ノ
諭
告
ニ
至
テ
ハ
其
発
布
ヲ
遅
延
セ
シ
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
同

号
趣
旨
ノ
妥
当
ナ
ル
ハ
論
ヲ
待
タ
ス
ト
雖
モ
活
版
所
ノ
設
ケ
ナ
キ
地
方
庁
ヲ
シ
テ
強
テ
之
レ
ヲ
遵
守
セ
シ
メ
為
メ
ニ
法
令
ノ
公
布
ヲ
遅
延
ナ
ラ

シ
ム
ル
ハ
得
失
相
償
ハ
サ
ル
者
ア
ラ
ン
故
ニ
至
急
同
号
ニ
左
ノ
但
書
ヲ
追
加
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
希
望
ノ
至
リ
ニ
堪
ヘ
ス

但
活
版
所
ノ
設
ケ
ナ
キ
地
方
庁
ニ
限
リ
之
ヲ
設
置
ス
ル
カ
又
ハ
活
版
営
業
者
ノ
開
業
ス
ル
ニ
至
ル
迄
日
令
并
ニ
該
地
方
ノ
諭
告
文
等
適
宜
訳

文
ノ
ミ
ヲ
掲
示
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

右
建
議
候
也

明
治
廿
八
年
十
二
月
二
日

台
南
民
政
支
部
鳳
山
出
張
所
長

紫

原

亀

二
︹
印
︺

民
政
局
長
水

野

遵
殿

参
照

訓
第
八
号

人
民
ニ
周
知
ヲ
要
ス
ル
日
令
ノ
掲
示
ハ
自
今
其
庁
ニ
於
テ
浄
書
又
ハ
印
刷
ノ
上
掲
示
方
取
計
フ
ヘ
シ

参
照

訓
第
二
十
三
号

一
般
人
民
ニ
出
示
ス
ヘ
キ
諭
告
文
等
ハ
自
今
片
仮
名
交
リ
文
ヲ
以
テ
本
文
ト
シ
之
ニ
漢
訳
ヲ
添
付
シ
テ
掲
示
ス
ヘ
シ
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︻
史
料
３
︼

旧
制
旧
慣
ニ
関
ス
ル
法
案
ハ
臨
時
調
査
掛
ニ
モ
回
附

明
治
三
〇
年
三
月
四
日
民
政
局
長
決
裁
民
第
二
二
九
号

︵
一
二
九
-
9
7
-
A
-
9
-
1
-
1
-
0
-
4﹁
明
治
三
十
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
甲
種
﹂
第
四
門
﹁
公
文
規
程
﹂
五
︶

別
紙
臨
時
調
査
掛
長
ノ
意
見
ハ
至
当
ノ
点
モ
有
之
候
ニ
付
旧
制
旧
慣
ニ
関
ス
ル
法
案
ハ
参
事
官
ノ
審
議
ニ
付
セ
ラ
ル
ヽ
ト
同
時
ニ
臨
時
調
査
掛

ニ
モ
廻
附
サ
レ
可
然
モ
ノ
ト
認
ム

﹁
旧

︵
貼
紙
︶

制
旧
慣
ニ
関
ス
ル
法
案
臨
時
調
査
掛
ニ
モ
回
附
ノ
件
杉
村
掛
長
内
申
︵
印
︶﹂

︹
別
紙
︺

今
般
民
政
局
内
ニ
臨
時
調
査
掛
ヲ
置
キ
本
島
ノ
旧
制
慣
例
ノ
調
査
ニ
従
事
セ
シ
メ
ラ
レ
候
処
抑
モ
旧
制
慣
例
ヲ
調
査
ス
ル
ノ
立
法
ニ
欠
ク
ヘ
カ

ラ
サ
ル
ハ
尚
之
レ
カ
法
理
ノ
精
研
ヲ
忽
カ
セ
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
如
ク
寔
ニ
此
二
者
ハ
立
法
上
ノ
双
翼
ニ
候
是
レ
立
法
ノ
要
ハ
独
リ
法
理
ノ
完

璧
ヲ
ノ
ミ
旨
ト
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
実
際
施
政
ノ
用
ヲ
済
ス
ル
ニ
職
由
ス
ル
義
ト
存
候
然
ル
ニ
既
往
ノ
実
例
ニ
於
テ
諸
法
令
全
案
ハ
皆
参
事
官

ニ
諮
詢
セ
ラ
ル
ヽ
ヲ
以
テ
法
理
上
ニ
ハ
間
然
ス
ル
処
ナ
カ
ル
ヘ
シ
ト
雖
ト
モ
時
ニ
或
ハ
実
際
ノ
事
情
ニ
適
合
セ
サ
ル
ノ
憾
ナ
キ
ヲ
保
セ
ス
当
掛

員
カ
法
令
ノ
漢
訳
ニ
従
事
ス
ル
際
間
々
之
レ
ア
ル
ヲ
発
見
致
候
幸
ニ
シ
テ
曩
キ
ニ
当
掛
設
置
セ
ラ
レ
其
職
責
ハ
重
ニ
旧
制
慣
例
ノ
調
査
ニ
在
リ

乃
チ
能
ク
既
往
立
法
上
ノ
欠
ヲ
補
シ
テ
其
一
機
関
タ
ル
ニ
余
力
ナ
シ
ト
セ
ス
故
ニ
自
今
諸
法
令
ノ
参
事
官
ニ
諮
詢
セ
ラ
ル
ヽ
ト
仝
時
ニ
当
掛
ニ

廻
附
シ
テ
其
意
見
ヲ
徴
セ
ラ
ル
ヽ
ト
セ
ハ
庶
幾
ク
ハ
民
情
ヲ
参
酌
シ
テ
其
採
否
ヲ
較
量
シ
施
政
ノ
運
用
ヲ
裨
補
ス
ル
一
助
ト
相
成
可
申
ト
存
候

依
テ
右
ニ
付
何
分
ノ
御
詮
議
相
成
候
様
致
度
此
段
及
内
申
候
也
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明
治
三
十
一
年
三
月
一
日

臨
時
調
査
掛
長

杉

村

濬
︵
印
︶

民
政
局
長

水

野

遵

殿

︻
史
料
４
︼

電
報
原
書
及
附
属
書
類
保
存
期
限

明
治
三
〇
年
九
月
八
日
民
政
局
長
決
裁

︵
一
四
四
-
9
7
-
A
-
2
4
-
1
-
1
-
0
-
1
8﹁
明
治
三
十
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
﹂
第
一
八
門
﹁
電
信
﹂
二
七
︶

電
報
原
書
及
附
属
書
類
保
管
期
限
経
過
後
廃
止
処
分
方
之
件

内
国
電
報
原
書
及
附
属
書
類
ハ
六
ヶ

月
間
保
管
之
上
相
当
処
分
ニ
致
旨
逓
信
省
達
之
次
第
モ
有
之
候
ニ
付
左
之
通
制
定
相
成
度
此
段
仰
高
批

一
、
電
報
原
書
ハ
六
箇
月
間
附
属
書
類
件
名
簿
発
着
対
照
簿
通
信
料
前
納
証
書
受
領
証
等
ハ
壱
箇
年
間
電
務
課
ニ
於
テ
保
管
ス
ル
事

二
、
保
管
期
限
経
過
後
ノ
電
報
原
書
及
附
属
書
類
ハ
随
時
一
箇
月
分
ツ
ヽ
郵
務
課
ニ
送
付
ス
ル
事

三
、
郵
務
課
ニ
於
テ
ハ
右
ノ
送
付
ヲ
受
タ
ル
ト
キ
ヨ
リ
四
箇
月
以
内
ニ
焼
棄
ス
ル
事

四
、
前
項
焼
棄
処
分
執
行
之
際
ハ
前
以
テ
其
時
日
及
場
所
ヲ
電
務
課
ニ
通
知
シ
課
員
ノ
立
会
ヲ
求
ム
ル
事
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註
(１
)

本
研
究
は
、
中
野
目
徹
氏
と
の
共
編
著
書
﹃
近
代
日
本
公
文
書
管
理
制
史
料
集
︱
中
央
行
政
機
関
編
︱
﹄︵
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
︶
の
続
編
と
し
て
企

画
中
の
、
﹃
同
︱
地
方
行
政
機
関
編
︱
﹄
刊
行
に
向
け
た
調
査
・
準
備
の
一
環
と
し
て
為
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(２
)

熊
本
史
雄
﹁﹁
近
代
史
料
学
﹂
の
構
築
へ
向
け
て
﹂、
日
本
近
代
史
研
究
会
編
﹃
近
代
史
料
研
究
﹄
第
一
六
号
︵
二
〇
一
六
年
︶。

(３
)

水
野
保
﹁
台
湾
総
督
府
及
び
地
方
庁
の
文
書
管
理
制
度
論
﹂、
檜
山
幸
夫
編
﹃
台
湾
総
督
府
文
書
の
史
料
学
的
研
究
︱
日
本
近
代
公
文
書
学
研
究
序
説
︱
﹄

︵
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
三
年
︶。

(４
)

檜
山
幸
夫
﹁
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
論
﹂、
同
右
。

(５
)

檜
山
幸
夫
﹁
台
湾
統
治
の
構
造
と
台
湾
総
督
府
文
書
﹂、
同
右
。

(６
)

檜
山
幸
夫
﹁
台
湾
総
督
府
の
職
務
権
限
と
台
湾
総
督
府
機
構
﹂、
同
右
。

(７
)

春
山
明
哲
﹁
明
治
憲
法
体
制
と
台
湾
統
治
﹂、﹃
岩
波
講
座

近
代
日
本
と
植
民
地

統
合
と
支
配
の
論
理
﹄
第
四
巻
︵
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
︶、
三
九

頁
。

(８
)

明
治
三
〇
年
八
月
三
日
閣
議
内
決
﹁
台
湾
施
政
方
針
﹂︵
閣
議
内
決
後
に
松
方
正
義
総
理
よ
り
乃
木
希
典
台
湾
総
督
宛
に
回
送
し
た
も
の
︶、
国
立
国
会
図

書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
﹁
後
藤
新
平
文
書
﹂
Ｒ
2
3。

(９
)

そ
の
第
五
項
を
引
用
す
れ
ば
、
左
の
と
お
り
︵
同
右
文
書
︶。

五
、
方
今
台
湾
ニ
於
ケ
ル
我
臣
民
ハ
内
地
人
ア
リ
土
人
ア
リ
。
以
テ
各
其
文
野
ノ
懸
隔
ア
ル
ヲ
免
レ
ス
。
此
両
民
ニ
対
シ
彼
此
均
一
ノ
法
令
ヲ
之
ヲ
律
セ

ン
ト
セ
ハ
未
開
ノ
島
民
ハ
殆
ン
ト
其
煩
ニ
堪
ヘ
サ
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
状
態
ア
リ
。
殊
ニ
従
来
複
雑
ナ
ラ
サ
ル
清
国
法
令
ノ
下
ニ
支
配
セ
ラ
レ
タ
ル
新
民

其
然
ル
モ
亦
宜
ヘ
也
ト
云
フ
ヘ
シ
。
然
ラ
ハ
則
島
民
ニ
適
合
セ
ル
法
令
ヲ
以
テ
均
シ
ク
内
地
人
ヲ
律
セ
ン
カ
是
レ
事
実
ニ
於
テ
其
不
可
ナ
ル
ア
ル
ヲ

免
レ
サ
ル
也
。

故
ニ
将
来
ニ
施
行
ス
ル
法
令
ハ
務
メ
テ
簡
約
ヲ
旨
ト
シ
且
ツ
深
ク
其
関
係
ノ
ア
ル
所
ヲ
審
案
シ
、
可
及
的
旧
慣
習
俗
ヲ
参
酌
シ
以
テ
実
施
上
ノ
難
易

ト
効
果
ノ
如
何
ニ
留
意
シ
、
若
シ
内
地
人
ト
土
人
ト
均
一
ニ
律
シ
難
キ
モ
ノ
ヽ
如
キ
ハ
各
別
ニ
法
令
ヲ
布
ク
モ
亦
敢
テ
妨
ケ
サ
ル
也
。

(

)

佐
倉
孫
三
︵
一
八
六
一
～
一
九
四
一
︶
は
、
福
島
県
二
本
松
出
身
。
明
治
一
一
年
︵
一
八
七
八
︶
四
月
、
二
松
学
舎
に
入
塾
、
研
鑽
を
積
む
。
二
五
歳
で

10

千
葉
県
警
察
官
と
し
て
出
仕
、
佐
倉
警
察
署
次
席
警
部
に
ま
で
昇
進
。
以
後
、
警
視
庁
、
司
法
省
を
経
て
、
東
京
府
に
勤
務
。
下
関
条
約
締
結
後
、
文
官
第
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一
陣
と
し
て
渡
台
。
台
湾
総
督
府
民
政
局
内
務
部
警
保
課
に
在
籍
し
て
い
た
佐
倉
は
、
明
治
二
九
年
一
月
、
台
北
郊
外
の
芝
山
巖
学
堂
で
起
き
た
学
務
部
員

殺
害
事
件
の
処
理
に
当
た
る
な
ど
し
た
。
学
務
部
を
経
て
、
彼
は
そ
の
後
一
貫
し
て
警
務
関
連
の
業
務
に
就
き
、
警
保
課
高
等
警
務
掛
長
︵
明
治
三
〇
年
一

二
月
︶
、
鳳
山
県
警
視
と
し
て
打
狗
︵
現
、
高
雄
︶
警
察
署
長
︵
明
治
三
一
年
一
月
、
高
等
官
と
な
る
︶、
台
南
弁
務
署
長
︵
同
年
六
月
︶
を
歴
任
し
て
い
る
。

こ
の
間
、
佐
倉
は
、
台
北
︵
景
美
、
大
稲埕

︶、
宜
蘭
︵
羅
東
︶、
澎
湖
、
安
平
、
高
雄
な
ど
、
台
湾
本
島
各
地
そ
し
て
島
嶼
部
に
ま
で
足
を
運
ん
だ
と
い
う
。

明
治
三
二
年
春
に
帰
国
。
そ
の
後
、
静
岡
県
警
部
︵
静
岡
警
察
署
長
、
浜
松
警
察
署
長
︶、
山
梨
県
へ
異
動
後
、
県
知
事
官
房
文
書
係
を
務
め
る
。
明
治
三
五

年
五
月
に
は
同
県
北
都
留
郡
長
、
明
治
三
七
年
夏
に
は
福
建
省
福
州
武
備
学
堂
の
招
聘
に
応
じ
て
福
州
に
赴
任
、
六
年
間
滞
在
す
る
。
明
治
四
二
年
三
月
に

福
州
を
離
任
し
た
後
、
再
び
渡
台
し
、
理
蕃
業
務
に
従
事
し
た
。
著
作
に
、﹃
台
風
雑
記
﹄︵
国
光
社
、
一
九
〇
三
年
︶、﹃
達
山
文
稿
﹄︵
達
山
会
、
一
九
三
七

年
︶
、
﹃
談
藪
﹄︵
同
、
一
九
三
八
年
︶
な
ど
が
あ
る
。

な
お
、
佐
倉
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
西
村
一
之
﹁
蕃
務
本
著
調
査
課
と
﹁
理
蕃
﹂
：
佐
倉
孫
三
を
通
し
て
﹂、﹃
日
本
女
子
大
学
紀
要

人
間
社
会
学
部
﹄
第

二
四
号
︵
二
〇
一
三
年
︶
を
参
照
し
た
。

(

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
簡
潔
に
纏
め
ら
れ
た
成
果
と
し
て
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
前
掲
、
春
山
、
を
挙
げ
て
お
く
。

11(

)

前
掲
、
檜
山
﹁
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
論
﹂。

12(

)

昭
和
一
九
年
に
改
正
さ
れ
た
際
に
、﹁
永
久
保
存
﹂﹁
一
年
保
存
﹂
の
二
種
に
簡
素
化
さ
れ
た
︵
前
掲
、
水
野
、
五
二
九
頁
︶。

13(

)

前
掲
、
拙
稿
。

14︹
付
記
︺
本
研
究
は
、
平
成
二
七
年
度
駒
澤
大
学
特
別
研
究
助
成
金
︵
個
人
研
究
︶
の
交
付
を
得
た
成
果
で
あ
る
。
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